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１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

平成22年２月12日付をもって提出した有価証券届出書（平成22年２月22日、平成22年５月７日、平成22年

６月17日および平成22年７月９日付をもって提出した有価証券届出書の訂正届出書により訂正済みです。

以下「原届出書」といいます。）に訂正すべき事項がありますので、これを訂正するために本訂正届出書を

提出するものです。

２【訂正の内容】

原届出書の下記事項のうち以下に記載した箇所を、＜訂正前＞の内容から＜訂正後＞の内容に訂正し、下

線部　　　は訂正内容を示します。＜更新後＞に記載している内容は、原届出書が更新されます。

第二部【ファンド情報】
第１【ファンドの状況】

１【ファンドの性格】

（2）【ファンドの仕組み】

④ 委託会社等の概況

＜訂正前＞

(A)資本金　11億5,500万円（平成21年12月31日現在）

（略）

(C)大株主の状況

（平成21年12月31日現在）

氏名又は名称 住所 所有株式数 所有比率

日本アジアホールディング

ズ株式会社

東京都千代田区丸の内二丁目３番２

号

郵船ビル５階

4,600株 100％

＜訂正後＞

(A)資本金　11億5,500万円（平成22年10月31日現在）

（略）

(C)大株主の状況

（平成22年10月31日現在）

氏名又は名称 住所 所有株式数 所有比率

日本アジアホールディング

ズ株式会社

東京都千代田区丸の内二丁目３番２

号

郵船ビル５階

4,600株 100％

２【投資方針】

（3）【運用体制】

＜訂正前＞

運用に関する社内規則

運用にあたっては、関連法令および社団法人投資信託協会が定める諸規則等のほか、以下の運用関連

社内規程を遵守しております。

・投資信託委託会社の業務に係る業務方法書

・投資信託委託業務運営規程

・投資委員会運営規程
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・ポートフォリオの設定・管理と発注に関する規則

・業者選定に関する規程

・引値保証取引に関する規則

・内部者取引等の防止及び役職員の自己の計算で行う取引等に関する規程

・株主議決権行使に関する取扱い規程

・投資運用業に係る業務の第三者への委託等に関する規則

運用を担当する運用部門（３名程度）、顧客とのリレーションを担当する営業部門（７名程度）、

商品開発および有価証券届出書・目論見書等の作成を担当する企画部門（５名程度）、ファンド計

理・トレーディングを担当する業務部門（11名程度）、運用実績の評価・分析・情報開示（レポー

ティング・法定運用報告書）を担当する分析・レポーティング部門（６名程度）ならびにコンプ

ライアンス・内部監査を担当する内部統制部門（２名程度）は、当社規程に従って、業務を分担し

かつ相互に牽制機能を果たすことによって、全体として質の高い運用サービスを提供しておりま

す。

＜訂正後＞

運用に関する社内規則

運用にあたっては、関連法令および社団法人投資信託協会が定める諸規則等のほか、以下の運用関連

社内規程を遵守しております。

・投資信託委託会社の業務に係る業務方法書

・投資信託委託業務運営規程

・投資委員会運営規程

・ポートフォリオの設定・管理と発注に関する規則

・業者選定に関する規程

・引値保証取引に関する規則

・内部者取引管理規程

・役職員等が自己の計算で行う株式等の取引規程

・株主議決権行使に関する取扱い規程

・投資運用業に係る業務の第三者への委託等に関する規則

運用を担当する運用部門（７名程度）、顧客とのリレーションを担当する営業部門（７名程度）、

商品開発、有価証券届出書・目論見書および法定運用報告書等の作成を担当する企画部門（４名程

度）、ファンド計理・トレーディングを担当する業務部門（12名程度）、運用実績の評価・分析・

情報開示（レポーティング）を担当する分析・レポーティング部門（３名程度）ならびにコンプ

ライアンス・内部監査を担当する内部統制部門（２名程度）は、当社規程に従って、業務を分担し

かつ相互に牽制機能を果たすことによって、全体として質の高い運用サービスを提供しておりま

す。

（略）

＜訂正前＞

※上記の運用体制は、平成21年12月31現在のものであり、今後変更となる可能性があります。

＜訂正後＞

※上記の運用体制は、平成22年10月31日現在のものであり、今後変更となる可能性があります。

（5）【投資制限】

（略）
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＜訂正前＞

ファンド名 MB Capital Equity Fund 1

ファンド形態 ベトナム籍会社型外国投資信託

表示通貨 ベトナム・ドン

投資方針・特色 ①　信託財産の中長期的な成長を目指します。

②　主として、ベトナムの未公開株式および店頭公開株式に投資を行いま

す。

③　投資にあたっては、トップダウン・アプローチおよびボトムアップ・ア

プローチにより投資対象となる銘柄を選別し、投資を行います。

管理報酬等 管理報酬の総額は、信託財産の純資産総額に年2.12％の率を乗じて得た額

とします。

実績報酬 上記の管理報酬等のほか、前期計算期間末の基準価額に対して当該計算期

間末の基準価額がハードル・レート（12％）を超過した場合に、その超過

分に対して20％の実績報酬が発生します。

保管受託会社 HSBC Bank (Vietnam) Limited.

運用会社 MB Capital Management Joint Stock Company

＜訂正後＞

ファンド名 MB Capital Equity Fund 1

ファンド形態 ベトナム籍会社型外国投資信託

表示通貨 ベトナム・ドン

投資方針・特色 ①　信託財産の中長期的な成長を目指します。

②　主として、ベトナムの未公開株式および店頭公開株式に投資を行いま

す。

③　投資にあたっては、トップダウン・アプローチおよびボトムアップ・ア

プローチにより投資対象となる銘柄を選別し、投資を行います。

管理報酬等 管理報酬の総額は、信託財産の純資産総額に年2.12％の率を乗じて得た額

とします。

実績報酬 上記の管理報酬等のほか、前期計算期間末の基準価額に対して当該計算期

間末の基準価額がハードル・レート（12％）を超過した場合に、その超過

分に対して20％の実績報酬が発生します。

保管受託会社 Standard Chartered Bank Vietnam

運用会社 MB Capital Management Joint Stock Company

３【投資リスク】

（2）投資リスクに対する管理体制

（略）

＜訂正前＞

※　上記の管理体制は、平成22年１月31日現在のものであり、今後変更となる可能性があります。

＜訂正後＞

※　上記の管理体制は、平成22年10月31日現在のものであり、今後変更となる可能性があります。

（略）
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５【運用状況】

＜更新後＞

以下は、平成22年10月29日現在の投資状況です。

投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいい、「国・地域」は発行体の国

籍を示しております。

（1）【投資状況】

資産の種類 国・地域 時価合計（円）
投資比率

（％）

投資信託 ユナイテッド・アジア債券ファンド 日本 1,695,578,12444.77

受益証券 ユナイテッド・ベトナム上場株式ファンド 日本 1,195,341,92331.56

DB X-TRACKERS FTSE VIETNAMルクセンブルグ 292,983,5807.73

MB CAPITAL EQUITY FUND 1ベトナム 407,239,78010.75

小計 3,591,143,40794.81

現金・預金・その他の資産（負債控除後） 196,773,4235.19

合計（純資産総額） 3,787,916,830100.00

（2）【投資資産】

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位
国・

地域
種類 銘柄名

数量

（口数）

帳簿価額

単価

（円）

帳簿価額

金額

（円）

評価額

単価

（円）

評価額

金額

（円）

投資

比率

（％）

1 日本
投資信託

受益証券

ユナイテッド・アジ

ア債券ファンド
1,822,026,7830.94261,717,442,4450.93061,695,578,12444.77

2 日本
投資信託

受益証券

ユナイテッド・ベト

ナム上場株式ファン

ド

1,672,274,6550.75341,259,891,7250.71481,195,341,92331.56

3
ベト

ナム

投資信託

受益証券

MB CAPITAL EQUITY

FUND 1
9,800,00041.26404,395,55741.55407,239,78010.75

4

ルクセ

ンブル

グ

投資信託

受益証券

DB X-TRACKERS FTSE

VIETNAM
100,0002,955.75295,575,4572,929.83292,983,5807.73

種類別投資比率

種類 投資比率（％）

投資信託受益証券 94.81

合計 94.81

②【投資不動産物件】

該当事項はありません。

③【その他投資資産の主要なもの】

為替予約取引
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資産の種類
買建・

売建
通貨 数量

帳簿価額

（円）

評価額

（円）

投資比率

（％）

為替予約取引 買建 米ドル 1,317,402.00107,130,471106,551,4732.81

（3）【運用実績】

①【純資産の推移】

平成22年10月29日および同日前１年以内における各月末ならびに下記計算期末の純資産の推移は

次の通りです。

期 年月日

純資産総額

（円）

（分配落）

純資産総額

（円）

（分配付）

１口当たり

純資産額

（円）

（分配落）

１口当たり

純資産額

（円）

（分配付）

第１期 (平成22年９月30日)4,085,842,7344,085,842,7340.8193 0.8193

平成22年４月末日 6,253,977,753－ 1.0434 －

平成22年５月末日 5,853,766,441－ 0.9684 －

平成22年６月末日 5,671,606,034－ 0.9397 －

平成22年７月末日 5,234,257,921－ 0.9021 －

平成22年８月末日 4,226,758,392－ 0.8127 －

平成22年９月末日 4,085,842,734－ 0.8193 －

平成22年10月末日3,787,916,830－ 0.7954 －

②【分配の推移】

計算期間 １口当たりの分配金（円）

第１期 0.0000

③【収益率の推移】

期 収益率（％）

第１期 △18.1

第２【財務ハイライト情報】

＜更新後＞

（1）下記の貸借対照表、損益及び剰余金計算書、並びに注記表は「第三部　ファンドの詳細情報　第４　

ファンドの経理状況」の「１　財務諸表」に記載された情報を抜粋して記載したものであります。

（2）当ファンドの財務諸表は、新日本有限責任監査法人による監査を受けており、その監査報告書は、

「第三部　ファンドの詳細情報　第４　ファンドの経理状況」に添付されております。

ベトナム株式プラス・オープン

（1）【貸借対照表】

区分

第１期

(平成22年９月30日現在)

金額（円）
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資産の部

流動資産

コール・ローン 439,328,846

投資信託受益証券 3,698,592,110

未収利息 1,805

流動資産合計 4,137,922,761

資産合計 4,137,922,761

負債の部

流動負債

未払解約金 17,959,703

未払受託者報酬 800,187

未払委託者報酬 32,007,259

その他未払費用 1,312,878

流動負債合計 52,080,027

負債合計 52,080,027

純資産の部

元本等

元本 4,987,254,739

剰余金

期末剰余金又は期末欠損金（△） △901,412,005

（分配準備積立金） －

元本等合計 4,085,842,734

純資産合計 4,085,842,734

負債純資産合計 4,137,922,761

（2）【損益及び剰余金計算書】

区分

第１期

自　平成22年４月１日

至　平成22年９月30日

金額（円）

営業収益

受取利息 270,909

有価証券売買等損益 △905,901,120

為替差損益 △177,997,343

営業収益合計 △1,083,627,554

営業費用

受託者報酬 800,187

委託者報酬 32,007,259

その他費用 1,770,691

営業費用合計 34,578,137

営業損失（△） △1,118,205,691

経常損失（△） △1,118,205,691
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当期純損失（△） △1,118,205,691

一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△） △239,109,009

期首剰余金又は期首欠損金（△） －

剰余金増加額又は欠損金減少額 －

剰余金減少額又は欠損金増加額 22,315,323

当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 10,202,800

当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 12,112,523

分配金 －

期末剰余金又は期末欠損金（△） △901,412,005

＜注記表＞

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

項目

第１期

自　平成22年４月１日

至　平成22年９月30日

１．有価証券の評価基

準および評価方法

投資信託受益証券

　移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあ

たっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しており

ます。

２．その他財務諸表作

成のための基本とな

る重要な事項

外貨建取引等の処理基準

　外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」

(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通

貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条

に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外

貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建

純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨

の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対

する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投

資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益

とする計理処理を採用しております。

第４【ファンドの経理状況】

＜更新後＞

（1）当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵

省令第59号）並びに同規則第２条の２の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成

12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。

なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。

（2）当ファンドの計算期間は６ヵ月であるため、財務諸表は６ヵ月ごとに作成しております。

なお、当ファンドの第一計算期間は約款第30条の規定により、平成22年４月１日から平成22年９月

30日までとしております。

（3）当ファンドは、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第１期計算期間（平成22年４月

１日から平成22年９月30日まで）の財務諸表について、新日本有限責任監査法人による監査を受け

ております。
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1【財務諸表】
　　　　　　　　　　　　ベトナム株式プラス・オープン

(1)【貸借対照表】
（単位：円）

第１期
(平成22年９月30日現在)

資産の部

流動資産

コール・ローン 439,328,846

投資信託受益証券 3,698,592,110

未収利息 1,805

流動資産合計 4,137,922,761

資産合計 4,137,922,761

負債の部

流動負債

未払解約金 17,959,703

未払受託者報酬 800,187

未払委託者報酬 32,007,259

その他未払費用 1,312,878

流動負債合計 52,080,027

負債合計 52,080,027

純資産の部

元本等

元本 4,987,254,739

剰余金

期末剰余金又は期末欠損金（△） △901,412,005

（分配準備積立金） －

元本等合計 4,085,842,734

純資産合計 4,085,842,734

負債純資産合計 4,137,922,761
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(2)【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）

第１期
自　平成22年４月１日
至　平成22年９月30日

営業収益

受取利息 270,909

有価証券売買等損益 △905,901,120

為替差損益 △177,997,343

営業収益合計 △1,083,627,554

営業費用

受託者報酬 800,187

委託者報酬 32,007,259

その他費用 1,770,691

営業費用合計 34,578,137

営業損失（△） △1,118,205,691

経常損失（△） △1,118,205,691

当期純損失（△） △1,118,205,691

一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△） △239,109,009

期首剰余金又は期首欠損金（△） －

剰余金増加額又は欠損金減少額 －

剰余金減少額又は欠損金増加額 22,315,323

当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増
加額

10,202,800

当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増
加額

12,112,523

分配金 －

期末剰余金又は期末欠損金（△） △901,412,005
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（3）【注記表】

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

項目

第１期

自　平成22年４月１日

至　平成22年９月30日

１．有価証券の評価基準および評価方法 投資信託受益証券

　移動平均法に基づき、時価で評価しておりま

す。時価評価にあたっては、投資信託受益証券

の基準価額に基づいて評価しております。

２．その他財務諸表作成のための基本と

なる重要な事項

外貨建取引等の処理基準

　外貨建取引については、「投資信託財産の計

算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)

第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額を

もって記録する方法を採用しております。但

し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時にお

いて、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の

外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の

外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の

割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為

替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対

する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦

貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨

基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする

計理処理を採用しております。

（貸借対照表に関する注記）

項目
第１期

(平成22年９月30日現在)

１．投資信託財産に係る期首元本額、期中

追加設定元本額および期中一部解約元本

額

期首元本額 3,871,826,197円

期中追加設定元本額 2,776,481,870円

期中一部解約元本額 1,661,053,328円

２．元本の欠損 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回って

おり、その差額は901,412,005円であります。

３．計算期間末日における受益権の総数 4,987,254,739口

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

項目

第１期

自　平成22年４月１日

至　平成22年９月30日

分配金の計算過程

費用控除後の配当等収益額 0円
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費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証

券売買等損益額
0円

収益調整金額 154円

分配準備積立金額 0円

当ファンドの分配対象収益額 154円

当ファンドの期末残存口数 4,987,254,739口

1万口当たり収益分配対象額 0円

1万口当たり分配金額 0円

収益分配金金額 0円

（金融商品に関する注記）

項目

第１期

自　平成22年４月１日

至　平成22年９月30日

１．金融商品の状況

に関する事項

・金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定

める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従

い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的と

しております。

・金融商品の内容およびその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン

等の金銭債権及び金銭債務であります。

当ファンドが保有する有価証券の詳細は「（有価証券関係に関する

注記）」に記載しております。これらは、価格変動リスク、為替変動リ

スク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク、及び流動性リス

クに晒されております。

・金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においてはリスク管理に関する委員会を設け、信託約款等の

遵守状況や、市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のモニタリ

ングを行い、その結果に基づき運用部門その他関連部署への管理を

行っております。

・金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない

場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算

定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件

等によった場合、当該価額が異なることもあります。

２．金融商品の時価

等に関する事項

・貸借対照表計上額、時価及びその差額

貸借対照表上の金融商品は、原則としてすべて時価評価されているた

め、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

・時価の算定方法

投資信託受益証券

「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」に記載しており

ます。
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コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似し

ていることから、当該帳簿価額を時価としております。

（有価証券関係に関する注記）

売買目的有価証券

種類

第１期

自　平成22年４月１日

至　平成22年９月30日

損益に含まれた評価差額（円）

投資信託受益証券 △550,528,905

合計 △550,528,905

（デリバティブ取引等関係に関する注記）

該当事項はありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（１口当たり情報）

項目
第１期

(平成22年９月30日現在)

１口当たり純資産の額 0.8193円

(1万口当たり) (8,193円)

（4）【附属明細表】

第１　有価証券明細表

①　株式

該当事項はありません。

②　株式以外の有価証券

種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考

投資信託

受益証券
日本円

ユナイテッド・ベトナム上場株

式ファンド
1,672,274,6551,259,891,725

ユナイテッド・アジア債券ファ

ンド
1,929,472,7911,818,721,052

小計 3,601,747,4463,078,612,777

米ドル DB X-TRACKERS FTSE VIETNAM64,000 2,336,640.00

小計 64,000 2,336,640.00

(195,857,164)

ベトナム

ドン
MB CAPITAL EQUITY FUND 19,800,00098,633,062,771.60

小計 9,800,00098,633,062,771.60

(424,122,169)
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合計 3,698,592,110

(619,979,333)

（注）投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

有価証券明細表注記

　（注１）通貨の表示については、その通貨の表記単位で表示しています。

　（注２）通貨種類毎の小計欄の（　）内は邦貨換算額であります。

　（注３）合計欄は邦貨額で表示しており、（　）内は外貨建有価証券の邦貨換算額を内書しています。

　（注４）外貨建有価証券の内訳

通貨 銘柄数
組入投資信託受益証券時

価比率
合計金額に対する比率

米ドル 投資信託受益証券　１銘柄 100.0％ 31.6％

ベトナムドン 投資信託受益証券　１銘柄 100.0％ 68.4％

第２　信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 

該当事項はありません。

２【ファンドの現況】

以下は、平成22年10月29日現在のファンドの純資産額計算書です。

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額 3,928,698,232円

Ⅱ 負債総額 140,781,402円

Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 3,787,916,830円

Ⅳ 発行済数量 4,762,359,347口

Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ/Ⅳ） 0.7954円

第５【設定及び解約の実績】

＜更新後＞

計算期間 設定数量（口） 解約数量（口）

第１期 6,648,308,067 1,661,053,328

（注１）本邦外における設定、解約の実績はありません。

（注２）設定口数には当初募集期間中の設定口数を含みます。

第四部【特別情報】
第１【委託会社等の概況】

１【委託会社等の概況】

（1）資本金の額等

＜訂正前＞

平成21年12月31日現在の委託会社の資本金の額： 1,155,000,000円

委託会社が発行する株式総数： 6,400株
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発行済株式総数： 4,600株

最近５年間における資本金の額の増減： 平成16年12月21日に150,000,000円の増資

平成17年11月29日に 25,000,000円の増資

平成18年12月 7日に150,000,000円の増資

平成19年11月30日に250,000,000円の増資

平成21年11月30日に125,000,000円の増資

＜訂正後＞

平成22年10月31日現在の委託会社の資本金の額： 1,155,000,000円

委託会社が発行する株式総数： 6,400株

発行済株式総数： 4,600株

最近５年間における資本金の額の増減： 平成18年12月 7日に150,000,000円の増資

平成19年11月30日に250,000,000円の増資

平成21年11月30日に125,000,000円の増資

（2）委託会社等の機構

＜訂正前＞

①平成21年12月31日現在、委託会社の機構は次の通りとなっております。委託会社の取締役は３名以

上５名以内、監査役は３名以上４名以内とし、株主総会で選任されます。取締役の選任決議は、累積

投票によらないものとします。取締役の任期は、選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終の

ものに関する定時株主総会の終結の時までとし、補欠又は増員により選任された取締役の任期は、

退任した取締役または他の在任取締役の任期の満了すべき時までとします。委託会社の業務上重

要な事項は、取締役会の決議により決定します。取締役会は、その決議により会長、社長、副社長、専

務取締役および常務取締役を選任することができます。

＜訂正後＞

①平成22年10月31日現在、委託会社の機構は次の通りとなっております。委託会社の取締役は３名以

上５名以内、監査役は３名以上４名以内とし、株主総会で選任されます。取締役の選任決議は、累積

投票によらないものとします。取締役の任期は、選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終の

ものに関する定時株主総会の終結の時までとし、補欠又は増員により選任された取締役の任期は、

退任した取締役または他の在任取締役の任期の満了すべき時までとします。委託会社の業務上重

要な事項は、取締役会の決議により決定します。取締役会は、その決議により会長、社長、副社長、専

務取締役および常務取締役を選任することができます。

（略）

２【事業の内容及び営業の概況】

（略）

＜訂正前＞

　平成21年12月30日現在、委託会社が、運用する投資信託（総ファンド数47本、純資産総額72,689百万

円。ただし、親投資信託は除きます。）は以下の通りです。

ファンドの種類 本数 純資産総額（百万円）

追加型株式投資信託 45 71,982

単位型株式投資信託 2 706
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合計 47 72,689

純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表中の個々

の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。

＜訂正後＞

　平成22年10月29日現在、委託会社が、運用する投資信託（総ファンド数54本、純資産総額81,556百万

円。ただし、親投資信託は除きます。）は以下の通りです。

ファンドの種類 本数 純資産総額（百万円）

追加型株式投資信託 51 78,897

単位型株式投資信託 3 2,658

合計 54 81,556

純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表中の個々

の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。

EDINET提出書類

ユナイテッド投信投資顧問株式会社(E11776)

訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

16/33



３【委託会社等の経理状況】
<更新後> 

1.　財務諸表の作成方法について

委託会社であるユナイテッド投信投資顧問株式会社（以下「当社」という。）の財務諸表は、「財務諸表

等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」とい

う。）並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年8月6日内閣

府令第52号）により作成しております。

なお、前事業年度（平成20年4月1日から平成21年3月31日まで）は、改正前の財務諸表等規則に基づき、当

事業年度（平成21年4月1日から平成22年3月31日まで）は、改正後の財務諸表等規則に基づいて作成してお

ります。

2.　監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、前事業年度（平成20年4月1日から平成21年3月

31日まで）及び当事業年度（平成21年4月1日から平成22年3月31日まで）の財務諸表について、新日本有限

責任監査法人により監査を受けております。

3.　財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて

当社は、財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みを行っております。

具体的には、会計基準等の内容を適切に把握し、変更等について的確に対応することができる体制を整備

するため、新日本有限責任監査法人が主催する研修会等に積極的に参加しており、また、会計基準等の情報

交換も密に行っております。

財務諸表

（1）【貸借対照表】

　　　　　　（単位：千円）

前事業年度 当事業年度  

（平成21年3月31日） （平成22年3月31日） 

資産の部  

流動資産  

現金及び預金 446,666 514,170 

前払費用 11,131 11,254 

未収委託者報酬 53,764 62,134 

未収収益 35,865 37,838 

立替金 25,573 24,123 

未収消費税等 10,507 －  

その他 34 10 

流動資産計 583,544 649,531 

固定資産  

有形固定資産  

建物附属設備（純額） *1 10,540 8,789 

器具備品（純額） *1 3,130 2,742 

リース資産（純額） *1 1,600 1,051 

有形固定資産計 15,271 12,584 
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無形固定資産  

ソフトウェア *1 261 3,198 

電話加入権 1,294 1,294 

無形固定資産計 1,556 4,493 

投資その他の資産  

投資有価証券 － 998 

破産更生債権等 － 2,459 

長期差入保証金 22,760 22,760 

長期前払費用 1,701 1,315 

貸倒引当金 － △2,459 

投資その他の資産計 24,462 25,074 

固定資産合計 41,290 42,152 

資産合計 624,834 691,684 

負債の部  

流動負債  

預り金 16,501 11,133 

未払金 24,235 13,468 

未払手数料 24,057 23,252 

リース債務 560 585 

未払費用 1,743 4,706 

未払委託調査費 45,823 93,118 

未払法人税等 2,268 2,556 

未払消費税等 － 953 

前受収益 815 815 

賞与引当金 ― 9,000 

流動負債計 116,005 159,590 

　固定負債  

　リース債務 1,143 558 

　長期未払金 2,666 2,666 

　長期前受収益 3,593 2,777 

固定負債計 7,403 6,002 

負債合計 123,409 165,593 

純資産の部  

株主資本  

資本金 1,030,000 1,155,000 

資本剰余金 125,000 

資本準備金 ― 125,000 

資本剰余金合計 ― 125,000 

利益剰余金  

その他利益剰余金  

EDINET提出書類

ユナイテッド投信投資顧問株式会社(E11776)

訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

18/33



繰越利益剰余金 △528,574 △753,907 

利益剰余金合計 △528,574 △753,907 

株主資本合計 501,425 526,092 

評価・換算差額等  

その他有価証券評価差額金 － △1  

評価・換算差額等合計 － △1  

純資産合計 501,425 526,090 

負債・純資産合計 624,834 691,684 

（2）【損益計算書】

（単位：千円）

前事業年度 当事業年度

（自 平成20年4月 1日 （自 平成21年4月 1日

至 平成21年3月31日） 至 平成22年3月31日）

営業収益

委託者報酬 571,325 614,791

投資助言報酬 5,491 13,179

運用受託報酬 88,786 128,040

投資兼業報酬 11,983 9,268

営業収益計 677,587 765,279

営業費用

支払手数料 221,224 210,018

広告宣伝費 4,178 5,279

調査費 46,275 49,990

　委託調査費 132,586 187,290

　図書費 624 649

　委託計算費 1,742 1,827

通信費 9,161 3,301

印刷費 10,075 11,349

諸会費 1,768 2,088

営業費用計 427,638 471,796

一般管理費

給料・手当 274,503 265,682

役員報酬 14,142 4,800

貸倒引当金繰入額 ― 2,459

賞与 891 ―

賞与引当金繰入額 ― 9,000

租税公課 3,097 3,068

不動産賃借料 34,070 34,070

退職給付費用 7,703 7,900

固定資産減価償却費 4,612 3,602

消耗器具備品費 4,489 5,008

機器賃借料 63,871 61,726

法律専門家報酬 811 2,405

新人採用費 7,160 12,168
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諸経費 111,413 104,885

一般管理費計 526,766 516,779

営業損失 276,818 223,295

営業外収益

受取利息 0 402

その他営業外収益 *1 1,108 1,382

営業外収益計 1,109 1,785

営業外費用

支払利息 ― 61

為替差損 65 ―

株式交付費 ― 941

その他営業外費用 *2 1,876 770

営業外費用計 1,942 1,772

経常損失 277,651 223,283

特別損失

固定資産廃棄損 130 ―

特別退職加算金 13,002 1,100

リース会計基準の適用に伴う影響額 147 ―

特別損失計 13,280 1,100

税引前当期純損失 290,931 224,383

法人税、住民税及び事業税 950 950

当期純損失 291,881 225,333

（3）【株主資本等変動計算書】

（単位：千円）

前事業年度 当事業年度

（自 平成20年4月 1日 （自 平成21年4月 1日

至 平成21年3月31日） 至 平成22年3月31日）

株主資本

資本金

前期末残高 1,030,000 1,030,000

当期変動額

新株の発行 － 125,000

　　当期変動額合計 － 125,000

当期末残高 1,030,000 1,155,000

　資本剰余金

資本準備金

　　　前期末残高 250,000 －

　　　当期変動額

資本準備金の取崩（欠損填補） △250,000 －

　新株の発行 － 125,000

　当期変動額合計 △250,000 125,000

　　　当期末残高 － 125,000

資本剰余金合計

　　　前期末残高 250,000 －

　　　当期変動額
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　　　　資本準備金の取崩（欠損填補） △250,000 －

　　　　新株の発行 － 125,000

　　　　当期変動額合計 △250,000 125,000

　　当期末残高 － 125,000

利益剰余金

　その他利益剰余金

　　繰越利益剰余金

　　　前期末残高 △486,693 △528,574

　　　当期変動額

　　　　当期純損失 △291,881 △225,333

　　　　資本準備金の取崩（欠損填補） 250,000 －

　　　　当期変動額合計 △41,881 △225,333

　　　当期末残高 △528,574 △753,907

　利益剰余金合計

　　前期末残高 △486,693 △528,574

　　当期変動額

　　　当期純損失 △291,881 △225,333

　　　資本準備金の取崩（欠損填補） 250,000 －

　　　当期変動額合計 △41,881 △225,333

　　当期末残高 △528,574 △753,907

株主資本合計

前期末残高 793,306 501,425

当期変動額

新株の発行 － 250,000

当期純損失 △291,881 △225,333

当期変動額合計 △291,881 24,666

当期末残高 501,425 526,092

評価・換算差額等

　その他有価証券評価差額金

前期末残高 － －

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） － △1

当期変動額合計 － △1

当期末残高 － △1

純資産合計

前期末残高 793,306 501,425

当期変動額

新株の発行 － 250,000

当期純損失 △291,881 △225,333

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） － △1

当期変動額合計 △291,881 24,666

当期末残高 501,425 526,090

重要な会計方針

前事業年度 当事業年度

（自 平成20年4月 1日 （自 平成21年4月 1日
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　　至 平成21年3月31日） 　　至 平成22年3月31日）

1.有価証券の評価基準
及び評価方法

（1）その他有価証券
時価のあるもの
期末日の市場価格等に基づく時価
法により評価しております。
(評価差額は全部純資産直入法によ
り処理し、売却原価は移動平均法に
より算定しております。）

　

2.固定資産の減価償却
の方法

（1）有形固定資産（リース資産を除く）
主に定率法を採用しております。

（1）有形固定資産（リース資産を除
く）

同　　左

（2）無形固定資産
自社利用のソフトウェアについては、社内
における利用可能期間（5年）に基づく定
額法を採用しております。

（2）無形固定資産

同　　左

（3）リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引
に係るリース資産については、リース期間
を耐用年数とし、残存価額を零とする定額
法を採用しております。

（3）リース資産

同　　左

3.繰延資産の処理方法 株式交付費

　 　　　 支払時に全額費用処理しております。

4.引当金の計上基準 （1）貸倒引当金 （1）貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるた
め、一般債権については貸倒実績率に
よる計算額と貸倒懸念債権等特定の
債権については個別に回収可能性を
検討し、回収不能見込額を計上してお
ります。

（2）賞与引当金 （2）賞与引当金
従業員賞与の支払に備えるため、支給
見込額に基づき計上しております。　

5.その他財務諸表作成
のための重要な事項

消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税抜方式によってお
ります。

消費税等の会計処理
同　　左

会計方針の変更

前事業年度 当事業年度

（自 平成20年4月 1日 （自 平成21年4月 1日

　　至 平成21年3月31日） 　　至 平成22年3月31日）
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（リース取引に関する会計基準）

当会計期間から平成19年3月30日改正の「リース

取引に関する会計基準」（企業会計基準委員会　企

業会計基準第13号）及び「リース取引に関する会計

基準の適用指針」（企業会計基準委員会　企業会計

基準適用指針第16号）を適用しております。これに

よる損益への影響は軽微であります。

また、財務諸表等規則の改正により、有形固定資産

が1,600千円、流動負債が560千円、固定負債が1,143

千円増加しております。

表示方法の変更

前事業年度 当事業年度

（自 平成20年4月 1日 （自 平成21年4月 1日

　　至 平成21年3月31日） 　　至 平成22年3月31日）

「未収消費税等」は、前事業年度において流動資産

の「その他」に含めて表示しておりましたが、資産

の総額の100分の1を超えたため、区分掲記すること

といたしました。なお、前事業年度の流動資産の「そ

の他」に含まれている「未収消費税等」の金額は

6,546千円であります。

前事業年度までは「その他営業収益」として表示し

ていたものは、当事業年度から「投資兼業報酬」と

して表示しております。

注記事項

（貸借対照表関係）

前事業年度 当事業年度

（自 平成20年4月 1日 （自 平成21年4月 1日

　　至 平成21年3月31日） 　　至 平成22年3月31日）

＊1　固定資産の減価償却累計額は次の通りでありま

す。

＊1　固定資産の減価償却累計額は次の通りでありま

す。

（1）有形固定資産の減価償却累計額 有形固定資産の減価償却累計額

建物附属設備 10,764千円建物附属設備 12,633千円

器具備品 5,851千円器具備品 6,430千円

リース資産 548千円 リース資産 1,097千円

（2）無形固定資産の減価償却累計額

ソフトウエア 3,962千円

（損益計算書関係）

前事業年度 当事業年度

（自 平成20年4月 1日 （自 平成21年4月 1日

　　至 平成21年3月31日） 　　至 平成22年3月31日）

＊1　その他営業外収益 ＊1　その他営業外収益

賃借料過剰請求による戻り額 435千円 事業税確定還付金 525千円

消費税確定還付加算金 93千円 消費税確定還付加算金 219千円
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その他営業外収益 580千円 確定拠出年金事業主返還金 487千円

その他営業外収益 150千円

＊2　その他営業外費用 ＊2　その他営業外費用

業務処理過誤により発生した費用 業務処理過誤により発生した費用

1,347千円 284千円

立替印刷費誤算回収不能額 437千円 立替印刷費誤算回収不能額 485千円

（株主資本等変動計算書関係）

前事業年度（自　平成20年4月1日　　至　平成21年3月31日）

　　発行済株式の種類及び総数に関する事項　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （単位：株）

前事業年度末
株式数

当事業年度
増加株式数

当事業年度
減少株式数

当事業年度末
株式数

発行済株式

　　普通株式 4,100 ― ― 4,100

　　合　　計 4,100 ― ― 4,100

当事業年度（自　平成21年4月1日　　至　平成22年3月31日）

　　発行済株式の種類及び総数に関する事項　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （単位：株）

前事業年度末
株式数

当事業年度
増加株式数

当事業年度
減少株式数

当事業年度末
株式数

発行済株式

　　普通株式 4,100 500 ― 4,600

　　合　　計 4,100 500 ― 4,600

（注）普通株式の発行済株式総数の増加500株は、株主割当による新株の発行による増加であります。

（リース取引関係）

前事業年度 当事業年度

（自 平成20年4月 1日 （自 平成21年4月 1日

　　至 平成21年3月31日） 　　至 平成22年3月31日）

ファイナンス・リース取引

　所有権移転外ファイナンス・リース取引

（通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理に

よっているもの）

（借主側）

①リース資産の内容

有形固定資産

　　器具備品

②リース資産の減価償却の方法

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零と

して算定する方法によっております。

ファイナンス・リース取引

　所有権移転外ファイナンス・リース取引

（通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理に

よっているもの）

（借主側）

①リース資産の内容

有形固定資産

同　　左

②リース資産の減価償却の方法

同　　左

（金融商品に関する注記）

当事業年度（自　平成21年4月1日　　至　平成22年3月31日）

（追加情報）
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当事業年度より、「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号　平成20年3月10日）及び

「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号　平成20年3月10日）を適用し

ております。

1．金融商品の状況に関する事項

（1）金融商品に対する取組方針

当社は、現状、資金運用については短期的な預金等を中心に行っております。また、借入等による資金調達

は行っておりません。当社は、デリバティブ取引は行っておりません。

（2）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

営業債権である未収委託者報酬及び未収収益は、顧客の信用リスクに晒されています。当該リスクに関し

ては、経理規程に従い、常に取引先毎の残高を把握し、管理に万全を期す体制をとっております。

投資有価証券である投資信託受益証券は、主に自己設定による目的で保有しております。市場価格の変動

リスクに晒されていますが、これは、早期に売却する予定のものであるため、リスクは僅少であります。

営業債務である未払委託者調査費は、そのほとんどが1年以内の支払期日です。

（3）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が

含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用す

ることにより、当該価額が変動することもあります。

2．金融商品の時価等に関する事項

平成22年3月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりです。

（単位：千円）

貸借対照表
計上額（＊）

時価（＊） 差額

（1）現金及び預金 514,170 514,170 －

（2）未収委託者報酬 62,134 62,134 －

（3）未収収益 37,838 37,838 －

（4）投資有価証券

　　　　その他有価証券 998 998 －

（5）未払委託調査費 (93,118) (93,118) －

（＊）負債に計上されているものは、（　）で示しています。

（注1） 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

（1）現金及び預金、並びに（2）未収委託者報酬及び（3）未収収益

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから当該帳簿価額によってお

ります。

（4） 投資有価証券

すべて投資信託受益証券であり、投資信託受益証券は、基準価額で評価しております。

（5） 未払委託調査費

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によってお

ります。

（有価証券関係）

前事業年度（自　平成20年4月1日　　至　平成21年3月31日）

　　該当事項ありません。

当事業年度（自　平成21年4月1日　　至　平成22年3月31日）

1．その他有価証券　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （単位：千円）
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貸借対照表日における
貸借対照表計上額

取得原価 差額

貸借対照表計上額が
取得原価をこえるもの

株式 － － －

債権 － － －

その他 － － －

小計 － － －

貸借対照表計上額が
取得原価をこえないもの

　株式 － － －

　債権 － － －

　その他 998 1,000 1

小計 998 1,000 1

合計 998 1,000 1

（デリバティブ取引関係）

前事業年度（自　平成20年4月1日　　至　平成21年3月31日）

　　該当事項ありません。

当事業年度（自　平成21年4月1日　　至　平成22年3月31日）

　　該当事項ありません。

（退職給付関係）

前事業年度 当事業年度

（自 平成20年4月 1日 （自 平成21年4月 1日

　　至 平成21年3月31日） 　　至 平成22年3月31日）

１．採用している退職給付制度の概要
　　当社は確定拠出年金制度を採用しております。

２．退職給付費用に関する事項
　　確定拠出年金への掛金支払額　 7,703千円
　　退職給付費用　　　　　　　　 7,703千円
他に特別退職加算金13,002千円を計上して
おります。

１．採用している退職給付制度の概要
同　　左

２．退職給付費用に関する事項
　　確定拠出年金への掛金支払額　　7,900千円
　　退職給付費用　　　　　　　　　7,900千円
　　他に特別退職加算金1,100千円を計上して
　　おります。

（税効果会計関係）

前事業年度 当事業年度

（自 平成20年4月 1日 （自 平成21年4月 1日

　　至 平成21年3月31日） 　　至 平成22年3月31日）

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原
因別の内訳

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原
因別の内訳

（単位：千円） （単位：千円）

繰延税金資産 繰延税金資産

繰越欠損金 54,233繰越欠損金 127,146

未払事業税 536未払事業税 653

確定退職金未払否認 6,377確定退職金未払否認 1,085
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減価償却超過額
繰延税金資産小計
評価性引当金

616
61,764
(61,764)

減価償却超過額
賞与引当金
貸倒引当金

547
3,663
1,001

繰延税金資産合計 － その他 983

繰延税金負債 － 繰延税金資産小計
評価性引当金

135,081
(135,081)繰延税金資産の純額 －

繰延税金資産合計 －

繰延税金負債 －

繰延税金資産の純額 －

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の
負担率との差異の原因となった主要な項目別の
内訳

税引前当期純損失を計上したため、記載して

おりません。

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の
負担率との差異の原因となった主要な項目別の
内訳

同　　左

（関連当事者情報）

前事業年度（自　平成20年4月1日　　至　平成21年3月31日）

　　該当事項はありません。

当事業年度（自　平成21年4月1日　　至　平成22年3月31日）

1．関連当事者との取引

財務諸表提出会社の親会社及び主要株主等

種類
会社等の

名称
住所

資本金

又は

出資金

事業の

内容又

は職業

議決権等の

所有（被所

有）割合

関連当事

者との

関係

取引の内容 取引金額 科目
期末

残高

親会社

日本アジア

ホールディ

ングズ㈱

東京都

千代田区

2,641

百万円

投資

事業

被所有

直接100％

経営管理

役員の

兼任

資金の貸付

資金の回収

貸付金利息

の

受取

400,000千円

400,000千円

385千円

― ―

(注)　1．上記金額のうち、取引金額には消費税等は含まれておりません。

2．取引条件及び取引条件の決定方針等

市場金利を勘案して合理的に決定しております。

2．親会社又は重要な関連会社に関する注記

　　　親会社情報

　　　　日本アジアグループ㈱（東京証券取引所に上場）

　　　　日本アジアホールディングズ㈱（非上場）

（1株当たり情報）

前事業年度 当事業年度

（自 平成20年4月 1日 （自 平成21年4月 1日

　　至 平成21年3月31日） 　　至 平成22年3月31日）

1株当たり純資産額 122,298円89銭1株当たり純資産額 114,367円55銭

1株当たり当期純損失金額 71,190円58銭1株当たり当期純損失金額 52,808円36銭
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なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額につ
いては、潜在株式が存在しないため記載しておりませ
ん。

同　　左

1株当たり当期純損失金額の算定上の基礎 1株当たり当期純損失金額の算定上の基礎

損益計算書上の当期純損失 291,881千円損益計算書上の当期純損失 225,333千円

普通株式に係る当期純損失 291,881千円普通株式に係る当期純損失 225,333千円

普通株主に帰属しない金額の主要な内訳 普通株主に帰属しない金額の主要な内訳

該当事項はありません。 該当事項はありません。

普通株式の期中平均株式数 4,100株普通株式の期中平均株式数 4,267株

（重要な後発事象）

前事業年度（自　平成20年4月1日　　至　平成21年3月31日）

　　該当事項はありません。

当事業年度（自　平成21年4月1日　　至　平成22年3月31日）

　　該当事項はありません。
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第２【その他の関係法人の概況】

１【名称、資本金の額及び事業の内容】

（1）受託会社

＜訂正前＞

①名称

株式会社りそな銀行

②資本金の額（平成21年９月30日現在）

279,928百万円

③事業の内容

銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律（兼営法）に

基づき信託業務を営んでいます。

＜再信託受託会社の概要＞

名称　　　　　日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社

資本金の額　　51,000百万円（平成21年９月30日現在）

事業の内容　　銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律

に基づき、信託業務を営んでいます。

＜訂正後＞

①名称

株式会社りそな銀行

②資本金の額（平成22年９月30日現在）

279,928百万円

③事業の内容

銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律（兼営法）に

基づき信託業務を営んでいます。

＜再信託受託会社の概要＞

名称　　　　　日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社

資本金の額　　51,000百万円（平成22年９月30日現在）

事業の内容　　銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律

に基づき、信託業務を営んでいます。

（2）販売会社

＜訂正前＞

名称
資本金の額

（平成22年３月31日現在）
事業の内容
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日本アジア証券株式会社 4,000百万円

金融商品取引法に定める第一種金

融商品取引業を営んでいます。

藍澤證券株式会社 8,000百万円

おきなわ証券株式会社  628百万円

アーク証券株式会社 2,619百万円

三田証券株式会社  500百万円

新和証券株式会社  780百万円

東洋証券株式会社 13,494百万円

楽天証券株式会社 7,477百万円

株式会社ＳＢＩ証券 47,937百万円

今村証券株式会社 500百万円

＜訂正後＞

名称
資本金の額

（平成22年９月30日現在）
事業の内容

日本アジア証券株式会社 4,000百万円

金融商品取引法に定める第一種金

融商品取引業を営んでいます。

藍澤證券株式会社 8,000百万円

おきなわ証券株式会社  628百万円

アーク証券株式会社 2,619百万円

三田証券株式会社  500百万円

新和証券株式会社  780百万円

東洋証券株式会社 13,494百万円

楽天証券株式会社 7,495百万円

株式会社ＳＢＩ証券 47,937百万円

今村証券株式会社 500百万円
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独立監査人の監査報告書

平成２１年６月１０日

ユナイテッド投信投資顧問株式会社

　取締役会　　御　中

　　　

新日本有限責任監査法人

指定有限責任社員

業務執行社員
公認会計士 小　西　文　夫　　㊞

指定有限責任社員

業務執行社員
公認会計士 樽　本　修　平　　㊞

　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託

会社等の経理状況」に掲げられているユナイテッド投信投資顧問株式会社の平成２０年４月１日か

ら平成２１年３月３１日までの第１０期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株

主資本等変動計算書について監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の

責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。

監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得るこ

とを求めている。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並

びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することを含

んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に

準拠して、ユナイテッド投信投資顧問株式会社の平成２１年３月３１日現在の財政状態及び同日を

もって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認め

る。

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は

ない。

以　　上

（※）上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管

しております。
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独立監査人の監査報告書

平成２２年６月１５日

ユナイテッド投信投資顧問株式会社

　取　締　役　会　　御　中

新日本有限責任監査法人

指定有限責任社員

業 務 執 行 社 員
公認会計士　　小西　文夫　　印

指定有限責任社員

業 務 執 行 社 員
公認会計士　　樽本　修平　　印

　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会

社等の経理状況」に掲げられているユナイテッド投信投資顧問株式会社の平成２１年４月１日から平

成２２年３月３１日までの第１１期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書及び株主

資本等変動計算書について監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任

は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監

査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを

求めている。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経

営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することを含んでい

る。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準

拠して、ユナイテッド投信投資顧問株式会社の平成２２年３月３１日現在の財政状態及び同日をもっ

て終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな

い。

以　　上

（※）上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途

保管しております。
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独立監査人の監査報告書

平成２２年１１月１９日

ユナイテッド投信投資顧問株式会社

　取 締 役 会　　御　中

新日本有限責任監査法人

指定有限責任社員

業 務 執 行 社 員
公認会計士　　小西　文夫　　印

指定有限責任社員

業 務 執 行 社 員
公認会計士　　三宅　孝典　　印

　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン

ドの経理状況」に掲げられているベトナム株式プラス・オープンの平成２２年４月１日から平成２２

年９月３０日までの第１期計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表

並びに附属明細表について監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任

は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監

査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを

求めている。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経

営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することを含んでい

る。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準

拠して、ベトナム株式プラス・オープンの平成２２年９月３０日現在の信託財産の状態及び同日を

もって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認め

る。

　ユナイテッド投信投資顧問株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会

計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　　上

（※）1. 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社

が別途保管しております。

2. 財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。
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